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報告第 ７ 号 

 

平成２３年度決算に基づく生駒市健全化判断比率の報告について 

 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第３条

第１項の規定により、平成２３年度決算に基づく生駒市健全化判断比率を別紙監

査委員の意見を付けて下記のとおり報告する。 

記  

（単位 ％） 

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

― 

（12.32） 

― 

（17.32） 

4.8 

（25.0） 

― 

（350.0） 

 備 考   

１  実 質 赤 字 額 又 は 連 結 実 質 赤 字 額 が な い た め 、 「 ― 」 と 記 載 し

て い る 。  

２  将 来 負 担 比 率 が 算 定 さ れ な い た め 、 「 ― 」 と 記 載 し て い る 。  

  ３  生 駒 市 の 早 期 健 全 化 基 準 を 括 弧 内 に 記 載 し て い る 。  

 

平成２４年９月１８日提出 

                                             生駒市長  山 下  真 
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生 監 第 ６ ７ 号 

平成２４年８月２１日 

 

 

生 駒 市 長 山 下  真  様 

 

 

生駒市監査委員  藤 本 勝 美 

生駒市監査委員  井 上 圭 吾 

生駒市監査委員  中 谷 尚 敬 

 

 
平成２３年度決算に基づく生駒市健全化判断比率の審査結果について  

 
 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定による平成２３年度決

算に基づく生駒市健全化判断比率の審査を終えたので、その結果について意見を付して提

出する。  
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平成２３年度決算に基づく生駒市健全化判断比率の審査意見書 

 

第１ 審査の概要 

市長から提出された生駒市健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載

した書類が正確かつ適正に作成されているかどうかについて、必要に応じて関係職

員から説明を聴取し、審査を行った。 

 

第２ 審査の期間 

平成２４年７月１２日から平成２４年８月２１日まで 

 

第３ 審査の結果 

１ 総合意見 

審査に付された下記の生駒市健全化判断比率及びその算定の根拠となる事項を記

載した書類について照合・確認したところ、いずれも計数は正確であり、適正に作

成されていることが認められた。 

 

記 

健全化判断比率等 （単位：％） 

比 率 名 平成２３年度比率 早期健全化基準 

実 質 赤 字 比 率 － 12.32 

連結実質赤字比率 － 17.32 

実 質 公 債 費 比 率 4.8 25.0  

将 来 負 担 比 率 － 350.0  

（注）１ 実質赤字比率及び連結実質赤字比率については、それぞれ実質赤字 

額及び連結実質赤字額がないため、「－」を記載している。 

２ 将来負担比率については、将来負担比率が算定されないため、「－」 

を記載している。 

 

２ 個別意見 

(1) 実質赤字比率及び連結実質赤字比率については、それぞれ実質赤字額及び連結

実質赤字額がないことから、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

(2) 実質公債費比率については、早期健全化基準の 25.0％を大きく下回っているこ

とから、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

(3) 将来負担比率については、充当可能財源等が将来負担額を上回っており、将来

負担比率が算定されないことから、特に指摘すべき事項はみられなかった。  

-3-



報告第 ８  号  

 

   平成２３年度決算に基づく生駒市資金不足比率の報告について  

 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第２

２条第１項の規定により、平成２３年度決算に基づく水道事業会計、下水道事

業特別会計及び病院事業会計の資金不足比率を別紙監査委員の意見を付けて

下記のとおり報告する。  

記  

                      （単位 ％）  

会計の名称 資金不足比率 

水 道 事 業 会 計 

― 

（ 20.0）  

下 水 道 事 業 特 別 会 計 

― 

（ 20.0）  

病 院 事 業 会 計 

― 

（ 20.0）  

   

備考  

  １  資金の不足額がないため、「－」と記載している。  

  ２  生駒市の経営健全化基準を括弧内に記載している。  

 

平成２４年９月１８日提出  

       生駒市長 山  下   真    
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生 監 第 ６ ８ 号 

平成２４年８月２１日 

 

 

生 駒 市 長 山 下  真  様 

 

 

生駒市監査委員  藤 本 勝 美 

生駒市監査委員  井 上 圭 吾 

生駒市監査委員  中 谷 尚 敬 

 

 
平成２３年度決算に基づく生駒市資金不足比率の審査結果について  

 
 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定による平成２３年

度決算に基づく生駒市資金不足比率の審査を終えたので、その結果について意見を付

して提出する。  
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平成２３年度決算に基づく生駒市資金不足比率の審査意見書 

 

 

第１ 審査の概要  
市長から提出された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類

が正確かつ適正に作成されているかどうかについて、必要に応じて関係職員から説

明を聴取し、審査を行った。  
 
第２ 審査の期間  

平成２４年７月２４日から平成２４年８月２１日まで  
 
第３ 審査の結果  
１ 総合意見 

審査に付された下記の生駒市資金不足比率及びその算定の根拠となる事項を記載

した書類について照合・確認したところ、いずれも計数は正確であり、適正に作成

されていることが認められた。 

 
記 

資金不足比率等 （単位:％） 

特 別 会 計 の 名 称 平成２３年度比率 経営健全化基準 

水 道 事 業 会 計 － 20.0 

下 水 道 事 業 特 別 会 計 － 20.0 

病 院 事 業 会 計 － 20.0 

（注） 資金不足比率については、資金不足額がなく比率が算定されないため、

「－」を記載している。  
 
２ 個別意見 

水道事業会計、下水道事業特別会計及び病院事業会計においては、資金不足額が

ないことから、特に指摘すべき事項はみられなかった。 
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議案第 51 号 

 

   平成２３年度生駒市一般会計決算の認定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成

２３年度生駒市一般会計決算を別冊監査委員の意見を付けて議会の認定に付す

る。 

 

  平成２４年９月１８日提出 

                       生駒市長 山 下  真   
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議案第 52 号 

 

   平成２３年度生駒市公共施設整備基金特別会計決算の認定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成

２３年度生駒市公共施設整備基金特別会計決算を別冊監査委員の意見を付けて議

会の認定に付する。 

 

  平成２４年９月１８日提出 

                       生駒市長 山 下  真   
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議案第 53 号 

 

   平成２３年度生駒市生駒駅前市街地再開発事業特別会計決算の認定    

   について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成

２３年度生駒市生駒駅前市街地再開発事業特別会計決算を別冊監査委員の意見を

付けて議会の認定に付する。 

 

  平成２４年９月１８日提出 

                       生駒市長 山 下  真   

 

-10-



議案第 54 号 

 

   平成２３年度生駒市介護保険特別会計決算の認定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成

２３年度生駒市介護保険特別会計決算を別冊監査委員の意見を付けて議会の認定

に付する。 

 

  平成２４年９月１８日提出 

                       生駒市長 山 下  真   
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議案第 55 号 

 

   平成２３年度生駒市国民健康保険特別会計決算の認定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成

２３年度生駒市国民健康保険特別会計決算を別冊監査委員の意見を付けて議会の

認定に付する。 

 

  平成２４年９月１８日提出 

                       生駒市長 山 下  真   
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議案第 56 号 

 

   平成２３年度生駒市後期高齢者医療特別会計決算の認定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成

２３年度生駒市後期高齢者医療特別会計決算を別冊監査委員の意見を付けて議会

の認定に付する。 

 

  平成２４年９月１８日提出 

                       生駒市長 山 下  真   
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議案第 57 号 

 

   平成２３年度生駒市下水道事業特別会計決算の認定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成

２３年度生駒市下水道事業特別会計決算を別冊監査委員の意見を付けて議会の認

定に付する。 

 

  平成２４年９月１８日提出 

                       生駒市長 山 下  真   
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議案第 58 号 

 

   平成２３年度生駒市自動車駐車場事業特別会計決算の認定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成

２３年度生駒市自動車駐車場事業特別会計決算を別冊監査委員の意見を付けて議

会の認定に付する。 

 

  平成２４年９月１８日提出 

                       生駒市長 山 下  真   

 

-15-



議案第 59 号 

 

平成２３年度生駒市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定につ 

いて 

 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３２条第２項の規定により、

平成２３年度生駒市水道事業会計決算に伴う剰余金を剰余金処分計算書（案）の

とおり処分し、併せて同法第３０条第４項の規定により、平成２３年度生駒市水

道事業会計決算を別冊監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

 

平成２４年９月１８日提出 

生駒市長 山 下  真   
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議案第 60 号 

 

平成２３年度生駒市病院事業会計決算の認定について 

 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、

平成２３年度生駒市病院事業会計決算を別冊監査委員の意見を付けて議会の認定

に付する。 

 

平成２４年９月１８日提出 

生駒市長 山 下  真   
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議案第 61 号 

 

平成２４年度生駒市一般会計補正予算（第２回） 

 

平成２４年度生駒市の一般会計の補正予算（第２回）は、次に定めるところに

よる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，３６９，０３３千円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３４，４６３，２７７千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の追加は、「第２表債務負担行為補正」による。 

 （地方債の補正） 

第３条 地方債の変更は、「第３表地方債補正」による。 

 

平成２４年９月１８日提出 

                       生駒市長 山 下  真 
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第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入
［単位　千円］

款 項 補正前の額 補  正  額     計    

10 地方交付税     3,961,000       186,391     4,147,391

 1 地方交付税     3,961,000       186,391     4,147,391

14 国庫支出金     4,132,290        12,384     4,144,674

 2 国庫補助金       519,188         8,151       527,339

 3 委託金        25,988         4,233        30,221

15 県支出金     1,894,938        15,219     1,910,157

 2 県補助金       546,561        15,219       561,780

17 寄附金        25,466        14,420        39,886

 1 寄附金        25,466        14,420        39,886

18 繰入金       486,913       476,511       963,424

 1 基金繰入金       486,913       476,511       963,424

19 繰越金       397,244       757,876     1,155,120

 1 繰越金       397,244       757,876     1,155,120

20 諸収入     1,080,225           532     1,080,757

 5 雑入       783,483           532       784,015

21 市債     2,923,700       -94,300     2,829,400

 1 市債     2,923,700       -94,300     2,829,400

歳     入     合     計    33,094,244     1,369,033    34,463,277
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歳 出
［単位　千円］

款 項 補正前の額 補  正  額     計    

 3 民生費    11,750,549        46,613    11,797,162

 1 社会福祉費     4,249,369         7,517     4,256,886

 2 児童福祉費     5,379,171        39,096     5,418,267

 4 衛生費     4,085,675         2,740     4,088,415

 1 保健衛生費     2,050,574         2,740     2,053,314

 7 消防費     1,363,263        22,802     1,386,065

 1 消防費     1,363,263        22,802     1,386,065

 8 教育費     4,455,385        29,971     4,485,356

 2 小学校費       437,318         5,191       442,509

 3 中学校費       305,427         6,753       312,180

 4 幼稚園費       819,356         4,042       823,398

 5 社会教育費     1,502,659         7,461     1,510,120

 6 保健体育費     1,119,167         6,524     1,125,691

 9 災害復旧費         9,150        48,640        57,790

 1 土木災害復旧費         3,650         1,750         5,400

 2 農林業施設災害復旧
費

        5,500        46,890        52,390

10 公債費     3,914,439     1,218,267     5,132,706

 1 公債費     3,914,439     1,218,267     5,132,706

歳     出     合     計    33,094,244     1,369,033    34,463,277

-20-



-21-



  
歳

　
入

　
歳

　
出

　
補

　
正

　
予

　
算

　
事

　
項

　
別

　
明

　
細

　
書

 

歳
　

　
入

(
款

)
1
0
 
地

方
交

付
税

(
項

)
 
1
 
地

方
交

付
税

[
単

位
　

千
円

]

節
目

補
 
正

 
前

 
の

 
額

補
　

正
　

額
計

区
　

　
　

分
金

　
　

　
額

説
明

 
 
 
 
3
,
9
6
1
,
0
0
0

 
 
 
 
 
 
1
8
6
,
3
9
1

 
 
 
 
4
,
1
4
7
,
3
9
1

 
 
 
 
 
 
1
8
6
,
3
9
1

 
1
 
地

方
交

付
税

 
1
 
地

方
交

付
税

 
 

普
通

交
付

税

計
 
 
 
 
3
,
9
6
1
,
0
0
0

 
 
 
 
 
 
1
8
6
,
3
9
1

 
 
 
 
4
,
1
4
7
,
3
9
1

(
款

)
1
4
 
国

庫
支

出
金

(
項

)
 
2
 
国

庫
補

助
金

[
単

位
　

千
円

]

節
目

補
 
正

 
前

 
の

 
額

補
　

正
　

額
計

区
　

　
　

分
金

　
　

　
額

説
明

 
 
 
 
 
 
 
7
7
,
9
8
4

 
 
 
 
 
 
 
 
6
,
9
8
5

 
 
 
 
 
 
 
8
4
,
9
6
9

 
 
 
 
 
 
 
 
6
,
9
8
5

 
1
 
民

生
費

国
庫

補
助

金
 
1
 
社

会
福

祉
費

補
 
 
 
助

金
市

町
村

介
護

予
防

強
化

推
進

事
業

補
助

金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0

 
 
 
 
 
 
 
 
1
,
1
6
6

 
 
 
 
 
 
 
 
1
,
1
6
6

 
 
 
 
 
 
 
 
1
,
1
6
6

 
7
 
災

害
復

旧
費

国
庫

補
助

金
 
1
 
土

木
災

害
復

旧
 
 
 
費

補
助

金
現

年
度

道
路

河
川

災
害

復
旧

費
補

助
金

計
 
 
 
 
 
 
5
1
9
,
1
8
8

 
 
 
 
 
 
 
 
8
,
1
5
1

 
 
 
 
 
 
5
2
7
,
3
3
9

(
款

)
1
4
 
国

庫
支

出
金

(
項

)
 
3
 
委

託
金

[
単

位
　

千
円

]

節
目

補
 
正

 
前

 
の

 
額

補
　

正
　

額
計

区
　

　
　

分
金

　
　

　
額

説
明

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0

 
 
 
 
 
 
 
 
4
,
2
3
3

 
 
 
 
 
 
 
 
4
,
2
3
3

 
 
 
 
 
 
 
 
4
,
2
3
3

 
3
 
教

育
費

委
託

金
 
1
 
中

学
校

費
委

託
 
 
 
金

ス
ー

パ
ー

エ
コ

ス
ク

ー
ル

事
業

委
託

金

計
 
 
 
 
 
 
 
2
5
,
9
8
8

 
 
 
 
 
 
 
 
4
,
2
3
3

 
 
 
 
 
 
 
3
0
,
2
2
1

-22-



 

(
款

)
1
5
 
県

支
出

金

(
項

)
 
2
 
県

補
助

金
[
単

位
　

千
円

]

節
目

補
 
正

 
前

 
の

 
額

補
　

正
　

額
計

区
　

　
　

分
金

　
　

　
額

説
明

 
 
 
 
 
 
4
9
1
,
4
9
1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
9
9

 
 
 
 
 
 
4
9
2
,
2
9
0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
9
9

 
2
 
民

生
費

県
補

助
金

 
2
 
児

童
福

祉
費

補
 
 
 
助

金
安

心
こ

ど
も

基
金

特
別

対
策

事
業

補
助

金

 
 
 
 
 
 
 
 
2
,
5
7
5

 
 
 
 
 
 
 
1
4
,
4
2
0

 
 
 
 
 
 
 
1
6
,
9
9
5

 
 
 
 
 
 
 
1
4
,
4
2
0

 
7
 
災

害
復

旧
費

県
補

助
金

 
1
 
農

林
業

施
設

災
 
 
 
害

復
旧

費
補

助
 
 
 
金

現
年

度
耕

地
災

害
復

旧
費

補
助

金

計
 
 
 
 
 
 
5
4
6
,
5
6
1

 
 
 
 
 
 
 
1
5
,
2
1
9

 
 
 
 
 
 
5
6
1
,
7
8
0

(
款

)
1
7
 
寄

附
金

(
項

)
 
1
 
寄

附
金

[
単

位
　

千
円

]

節
目

補
 
正

 
前

 
の

 
額

補
　

正
　

額
計

区
　

　
　

分
金

　
　

　
額

説
明

 
 
 
 
 
 
 
 
2
,
5
7
5

 
 
 
 
 
 
 
1
4
,
4
2
0

 
 
 
 
 
 
 
1
6
,
9
9
5

 
 
 
 
 
 
 
1
4
,
4
2
0

 
5
 
災

害
復

旧
費

寄
附

金
 
1
 
農

林
業

施
設

災
 
 
 
害

復
旧

費
寄

附
 
 
 
金

現
年

度
耕

地
災

害
復

旧
費

寄
附

金

計
 
 
 
 
 
 
 
2
5
,
4
6
6

 
 
 
 
 
 
 
1
4
,
4
2
0

 
 
 
 
 
 
 
3
9
,
8
8
6

(
款

)
1
8
 
繰

入
金

(
項

)
 
1
 
基

金
繰

入
金

[
単

位
　

千
円

]

節
目

補
 
正

 
前

 
の

 
額

補
　

正
　

額
計

区
　

　
　

分
金

　
　

　
額

説
明

 
 
 
 
 
 
 
1
0
,
7
5
8

 
 
 
 
 
 
4
7
6
,
5
1
1

 
 
 
 
 
 
4
8
7
,
2
6
9

 
 
 
 
 
 
4
7
6
,
5
1
1

 
1
 
減

債
基

金
繰

入
金

 
1
 
減

債
基

金
繰

入
 
 
 
金

計
 
 
 
 
 
 
4
8
6
,
9
1
3

 
 
 
 
 
 
4
7
6
,
5
1
1

 
 
 
 
 
 
9
6
3
,
4
2
4

-23-



 

(
款

)
1
9
 
繰

越
金

(
項

)
 
1
 
繰

越
金

[
単

位
　

千
円

]

節
目

補
 
正

 
前

 
の

 
額

補
　

正
　

額
計

区
　

　
　

分
金

　
　

　
額

説
明

 
 
 
 
 
 
3
9
7
,
2
4
4

 
 
 
 
 
 
7
5
7
,
8
7
6

 
 
 
 
1
,
1
5
5
,
1
2
0

 
 
 
 
 
 
7
5
7
,
8
7
6

 
1
 
繰

越
金

 
1
 
繰

越
金

 
 
 
 
 
 

前
年

度
繰

越
金

計
 
 
 
 
 
 
3
9
7
,
2
4
4

 
 
 
 
 
 
7
5
7
,
8
7
6

 
 
 
 
1
,
1
5
5
,
1
2
0

(
款

)
2
0
 
諸

収
入

(
項

)
 
5
 
雑

入
[
単

位
　

千
円

]

節
目

補
 
正

 
前

 
の

 
額

補
　

正
　

額
計

区
　

　
　

分
金

　
　

　
額

説
明

 
 
 
 
 
 
7
8
1
,
8
5
2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
3
2

 
 
 
 
 
 
7
8
2
,
3
8
4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
3
2

 
4
 
雑

入
 
4
 
雑

入
 
 
 
 
 
 
 
 

介
護

予
防

事
業

参
加

に
伴

う
個

人
負

担
金

計
 
 
 
 
 
 
7
8
3
,
4
8
3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
3
2

 
 
 
 
 
 
7
8
4
,
0
1
5

(
款

)
2
1
 
市

債

(
項

)
 
1
 
市

債
[
単

位
　

千
円

]

節
目

補
 
正

 
前

 
の

 
額

補
　

正
　

額
計

区
　

　
　

分
金

　
　

　
額

説
明

 
 
 
 
2
,
2
9
5
,
8
0
0

 
 
 
 
 
 
-
9
4
,
3
0
0

 
 
 
 
2
,
2
0
1
,
5
0
0

 
 
 
 
 
 
-
9
4
,
3
0
0

 
4
 
臨

時
財

政
対

策
債

 
1
 
臨

時
財

政
対

策
 
 
 
債

計
 
 
 
 
2
,
9
2
3
,
7
0
0

 
 
 
 
 
 
-
9
4
,
3
0
0

 
 
 
 
2
,
8
2
9
,
4
0
0

-24-



 

歳
　

　
出

(
款

)
 
3
 
民

生
費

(
項

)
 
1
 
社

会
福

祉
費

[
単

位
　

千
円

]
補

　
正

　
額

　
の

　
財

　
源

　
内

　
訳

節
目

補
正

前
の

額
補

　
正

　
額

計
特

 
 
 
 
定

 
 
 
 
 
財

 
 
 
 
 
源

一
般

財
源

区
　

　
分

金
　

　
額

説
明

国
県

支
出

金
地

　
方

　
債

そ
　

の
　

他

 
4
 
老

人
福

祉
費

 
 

 
 
 
3
9
1
,
4
0
0

 
 
 
 
 
7
,
5
1
7

 
 
 
3
9
8
,
9
1
7

 
 
 
 
 
6
,
9
8
5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
5
3
2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8
 
報

償
費

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1
,
3
6
8

謝
礼

等

 
9
 
旅

費
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
3
2
9

普
通

旅
費

1
1
 
需

用
費

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1
6
1

消
耗

品
費

1
2
 
役

務
費

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2
0
0

通
信

運
搬

費
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
0

保
険

料
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
9
0

1
3
 
委

託
料

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
5
,
4
5
9

市
町

村
介

護
予

防
強

化
推

進
事

業
委

託
料

（
国

補
）

 
 
 
 
 
6
,
9
8
5

（
諸

）
 
 
 
 
 
 
 
5
3
2

計
 
4
,
2
4
9
,
3
6
9

 
 
 
 
 
7
,
5
1
7

 
4
,
2
5
6
,
8
8
6

 
 
 
 
 
6
,
9
8
5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
5
3
2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
款

)
 
3
 
民

生
費

(
項

)
 
2
 
児

童
福

祉
費

[
単

位
　

千
円

]
補

　
正

　
額

　
の

　
財

　
源

　
内

　
訳

節
目

補
正

前
の

額
補

　
正

　
額

計
特

 
 
 
 
定

 
 
 
 
 
財

 
 
 
 
 
源

一
般

財
源

区
　

　
分

金
　

　
額

説
明

国
県

支
出

金
地

　
方

　
債

そ
　

の
　

他

 
1
 
児

童
福

祉
総

務
 
 
 
費

 
3
,
0
0
5
,
2
2
3

 
 
 
 
 
 
 
7
9
9

 
3
,
0
0
6
,
0
2
2

 
 
 
 
 
 
 
7
9
9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
8
 
備

品
購

入
費

 
 

 
 
 
 
 
 
 
7
9
9

児
童

相
談

室
用

備
品

（
県

補
）

 
 
 
 
 
 
 
7
9
9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3
 
保

育
所

費
 
 
 
 

 
 
 
8
4
0
,
0
7
0

 
 
 
 
3
1
,
5
9
0

 
 
 
8
7
1
,
6
6
0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
3
1
,
5
9
0

1
1
 
需

用
費

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1
,
1
5
0

消
耗

品
費

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
3
7

修
繕

料
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
,
0
1
3

1
5
 
工

事
請

負
費

 
 

 
 
 
 
2
2
,
2
8
8

各
保

育
所

施
設

整
備

工
事

1
8
 
備

品
購

入
費

 
 

 
 
 
 
 
8
,
1
5
2

各
保

育
所

用
備

品

 
6
 
学

童
保

育
費

 
 

 
 
 
1
6
2
,
3
5
1

 
 
 
 
 
6
,
7
0
7

 
 
 
1
6
9
,
0
5
8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
6
,
7
0
7

1
5
 
工

事
請

負
費

 
 

 
 
 
 
 
6
,
7
0
7

施
設

整
備

工
事

-25-



 

[
単

位
　

千
円

]
補

　
正

　
額

　
の

　
財

　
源

　
内

　
訳

節
目

補
正

前
の

額
補

　
正

　
額

計
特

 
 
 
 
定

 
 
 
 
 
財

 
 
 
 
 
源

一
般

財
源

区
　

　
分

金
　

　
額

説
明

国
県

支
出

金
地

　
方

　
債

そ
　

の
　

他

計
 
5
,
3
7
9
,
1
7
1

 
 
 
 
3
9
,
0
9
6

 
5
,
4
1
8
,
2
6
7

 
 
 
 
 
 
 
7
9
9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
3
8
,
2
9
7

(
款

)
 
4
 
衛

生
費

(
項

)
 
1
 
保

健
衛

生
費

[
単

位
　

千
円

]
補

　
正

　
額

　
の

　
財

　
源

　
内

　
訳

節
目

補
正

前
の

額
補

　
正

　
額

計
特

 
 
 
 
定

 
 
 
 
 
財

 
 
 
 
 
源

一
般

財
源

区
　

　
分

金
　

　
額

説
明

国
県

支
出

金
地

　
方

　
債

そ
　

の
　

他

 
5
 
環

境
保

全
対

策
 
 
 
費

 
 
 
1
0
0
,
7
8
5

 
 
 
 
 
2
,
7
4
0

 
 
 
1
0
3
,
5
2
5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2
,
7
4
0

1
3
 
委

託
料

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2
,
7
4
0

環
境

基
本

計
画

推
進

業
務

等
委

託
料

計
 
2
,
0
5
0
,
5
7
4

 
 
 
 
 
2
,
7
4
0

 
2
,
0
5
3
,
3
1
4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2
,
7
4
0

(
款

)
 
7
 
消

防
費

(
項

)
 
1
 
消

防
費

[
単

位
　

千
円

]
補

　
正

　
額

　
の

　
財

　
源

　
内

　
訳

節
目

補
正

前
の

額
補

　
正

　
額

計
特

 
 
 
 
定

 
 
 
 
 
財

 
 
 
 
 
源

一
般

財
源

区
　

　
分

金
　

　
額

説
明

国
県

支
出

金
地

　
方

　
債

そ
　

の
　

他

 
1
 
常

備
消

防
費

 
 

 
1
,
3
0
2
,
3
6
9

 
 
 
 
 
7
,
7
0
2

 
1
,
3
1
0
,
0
7
1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
7
,
7
0
2

1
1
 
需

用
費

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
5
,
6
3
3

消
耗

品
費

1
8
 
備

品
購

入
費

 
 

 
 
 
 
 
2
,
0
6
9

消
防

署
用

備
品

 
3
 
消

防
施

設
費

 
 

 
 
 
 
1
9
,
8
8
0

 
 
 
 
1
5
,
1
0
0

 
 
 
 
3
4
,
9
8
0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1
5
,
1
0
0

1
5
 
工

事
請

負
費

 
 

 
 
 
 
1
4
,
6
1
0

庁
舎

施
設

整
備

工
事

1
8
 
備

品
購

入
費

 
 

 
 
 
 
 
 
 
4
9
0

施
設

用
備

品

計
 
1
,
3
6
3
,
2
6
3

 
 
 
 
2
2
,
8
0
2

 
1
,
3
8
6
,
0
6
5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2
2
,
8
0
2

-26-



 

(
款

)
 
8
 
教

育
費

(
項

)
 
2
 
小

学
校

費
[
単

位
　

千
円

]
補

　
正

　
額

　
の

　
財

　
源

　
内

　
訳

節
目

補
正

前
の

額
補

　
正

　
額

計
特

 
 
 
 
定

 
 
 
 
 
財

 
 
 
 
 
源

一
般

財
源

区
　

　
分

金
　

　
額

説
明

国
県

支
出

金
地

　
方

　
債

そ
　

の
　

他

 
3
 
小

学
校

施
設

整
 
 
 
備

費
 
 
 
 
3
3
,
4
2
9

 
 
 
 
 
5
,
1
9
1

 
 
 
 
3
8
,
6
2
0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
5
,
1
9
1

1
5
 
工

事
請

負
費

 
 

 
 
 
 
 
2
,
7
6
7

各
学

校
施

設
整

備
工

事

1
8
 
備

品
購

入
費

 
 

 
 
 
 
 
2
,
4
2
4

各
学

校
用

備
品

計
 
 
 
4
3
7
,
3
1
8

 
 
 
 
 
5
,
1
9
1

 
 
 
4
4
2
,
5
0
9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
5
,
1
9
1

(
款

)
 
8
 
教

育
費

(
項

)
 
3
 
中

学
校

費
[
単

位
　

千
円

]
補

　
正

　
額

　
の

　
財

　
源

　
内

　
訳

節
目

補
正

前
の

額
補

　
正

　
額

計
特

 
 
 
 
定

 
 
 
 
 
財

 
 
 
 
 
源

一
般

財
源

区
　

　
分

金
　

　
額

説
明

国
県

支
出

金
地

　
方

　
債

そ
　

の
　

他

 
3
 
中

学
校

施
設

整
 
 
 
備

費
 
 
 
 
3
0
,
2
7
8

 
 
 
 
 
6
,
7
5
3

 
 
 
 
3
7
,
0
3
1

 
 
 
 
 
4
,
2
3
3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2
,
5
2
0

 
8
 
報

償
費

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1
8
6

謝
礼

1
1
 
需

用
費

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3
4

消
耗

品
費

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
8

食
糧

費
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6

印
刷

製
本

費
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
0

1
2
 
役

務
費

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1
3

通
信

運
搬

費

1
3
 
委

託
料

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
4
,
0
0
0

ス
ー

パ
ー

エ
コ

ス
ク

ー
ル

事
業

委
託

料

1
5
 
工

事
請

負
費

 
 

 
 
 
 
 
2
,
5
2
0

各
学

校
施

設
整

備
工

事

（
国

委
）

 
 
 
 
 
4
,
2
3
3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

計
 
 
 
3
0
5
,
4
2
7

 
 
 
 
 
6
,
7
5
3

 
 
 
3
1
2
,
1
8
0

 
 
 
 
 
4
,
2
3
3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2
,
5
2
0

-27-



 

(
款

)
 
8
 
教

育
費

(
項

)
 
4
 
幼

稚
園

費
[
単

位
　

千
円

]
補

　
正

　
額

　
の

　
財

　
源

　
内

　
訳

節
目

補
正

前
の

額
補

　
正

　
額

計
特

 
 
 
 
定

 
 
 
 
 
財

 
 
 
 
 
源

一
般

財
源

区
　

　
分

金
　

　
額

説
明

国
県

支
出

金
地

　
方

　
債

そ
　

の
　

他

 
2
 
幼

稚
園

施
設

整
 
 
 
備

費
 
 
 
 
3
8
,
3
2
1

 
 
 
 
 
4
,
0
4
2

 
 
 
 
4
2
,
3
6
3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
4
,
0
4
2

1
8
 
備

品
購

入
費

 
 

 
 
 
 
 
4
,
0
4
2

各
園

用
備

品

計
 
 
 
8
1
9
,
3
5
6

 
 
 
 
 
4
,
0
4
2

 
 
 
8
2
3
,
3
9
8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
4
,
0
4
2

(
款

)
 
8
 
教

育
費

(
項

)
 
5
 
社

会
教

育
費

[
単

位
　

千
円

]
補

　
正

　
額

　
の

　
財

　
源

　
内

　
訳

節
目

補
正

前
の

額
補

　
正

　
額

計
特

 
 
 
 
定

 
 
 
 
 
財

 
 
 
 
 
源

一
般

財
源

区
　

　
分

金
　

　
額

説
明

国
県

支
出

金
地

　
方

　
債

そ
　

の
　

他

 
9
 
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
 
 
 
セ

ン
タ

ー
費

 
 
 
 
5
0
,
0
9
8

 
 
 
 
 
7
,
4
6
1

 
 
 
 
5
7
,
5
5
9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
7
,
4
6
1

1
1
 
需

用
費

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
5
3
9

修
繕

料

1
5
 
工

事
請

負
費

 
 

 
 
 
 
 
6
,
9
2
2

施
設

整
備

工
事

計
 
1
,
5
0
2
,
6
5
9

 
 
 
 
 
7
,
4
6
1

 
1
,
5
1
0
,
1
2
0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
7
,
4
6
1

(
款

)
 
8
 
教

育
費

(
項

)
 
6
 
保

健
体

育
費

[
単

位
　

千
円

]
補

　
正

　
額

　
の

　
財

　
源

　
内

　
訳

節
目

補
正

前
の

額
補

　
正

　
額

計
特

 
 
 
 
定

 
 
 
 
 
財

 
 
 
 
 
源

一
般

財
源

区
　

　
分

金
　

　
額

説
明

国
県

支
出

金
地

　
方

　
債

そ
　

の
　

他

 
2
 
体

育
施

設
費

 
 

 
 
 
2
5
2
,
0
2
4

 
 
 
 
 
6
,
5
2
4

 
 
 
2
5
8
,
5
4
8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
6
,
5
2
4

1
8
 
備

品
購

入
費

 
 

 
 
 
 
 
6
,
5
2
4

各
体

育
施

設
用

備
品

計
 
1
,
1
1
9
,
1
6
7

 
 
 
 
 
6
,
5
2
4

 
1
,
1
2
5
,
6
9
1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
6
,
5
2
4

-28-



 

(
款

)
 
9
 
災

害
復

旧
費

(
項

)
 
1
 
土

木
災

害
復

旧
費

[
単

位
　

千
円

]
補

　
正

　
額

　
の

　
財

　
源

　
内

　
訳

節
目

補
正

前
の

額
補

　
正

　
額

計
特

 
 
 
 
定

 
 
 
 
 
財

 
 
 
 
 
源

一
般

財
源

区
　

　
分

金
　

　
額

説
明

国
県

支
出

金
地

　
方

　
債

そ
　

の
　

他

 
1
 
現

年
度

道
路

河
 
 
 
川

等
災

害
復

旧
 
 
 
費

 
 
 
 
 
3
,
6
5
0

 
 
 
 
 
1
,
7
5
0

 
 
 
 
 
5
,
4
0
0

 
 
 
 
 
1
,
1
6
6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
5
8
4

1
5
 
工

事
請

負
費

 
 

 
 
 
 
 
1
,
7
5
0

災
害

応
急

工
事

（
国

補
）

 
 
 
 
 
1
,
1
6
6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

計
 
 
 
 
 
3
,
6
5
0

 
 
 
 
 
1
,
7
5
0

 
 
 
 
 
5
,
4
0
0

 
 
 
 
 
1
,
1
6
6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
5
8
4

(
款

)
 
9
 
災

害
復

旧
費

(
項

)
 
2
 
農

林
業

施
設

災
害

復
旧

費
[
単

位
　

千
円

]
補

　
正

　
額

　
の

　
財

　
源

　
内

　
訳

節
目

補
正

前
の

額
補

　
正

　
額

計
特

 
 
 
 
定

 
 
 
 
 
財

 
 
 
 
 
源

一
般

財
源

区
　

　
分

金
　

　
額

説
明

国
県

支
出

金
地

　
方

　
債

そ
　

の
　

他

 
1
 
現

年
度

耕
地

災
 
 
 
害

復
旧

費
 
 
 
 
 
5
,
5
0
0

 
 
 
 
4
6
,
8
9
0

 
 
 
 
5
2
,
3
9
0

 
 
 
 
1
4
,
4
2
0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1
4
,
4
2
0

 
 
 
 
1
8
,
0
5
0

1
1
 
需

用
費

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
8
4
0

消
耗

品
費

1
3
 
委

託
料

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
3
,
4
5
0

測
量

等
委

託
料

1
5
 
工

事
請

負
費

 
 

 
 
 
 
2
8
,
0
0
0

農
地

等
災

害
復

旧
工

事

1
9
 
負

担
金

補
助

及
 
 
 
び

交
付

金
 
 
 
 
1
4
,
6
0
0

農
地

等
災

害
復

旧
事

業
補

助
金

（
県

補
）

 
 
 
 
1
4
,
4
2
0

（
寄

）
 
 
 
 
1
4
,
4
2
0

計
 
 
 
 
 
5
,
5
0
0

 
 
 
 
4
6
,
8
9
0

 
 
 
 
5
2
,
3
9
0

 
 
 
 
1
4
,
4
2
0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1
4
,
4
2
0

 
 
 
 
1
8
,
0
5
0

(
款

)
1
0
 
公

債
費

(
項

)
 
1
 
公

債
費

[
単

位
　

千
円

]
補

　
正

　
額

　
の

　
財

　
源

　
内

　
訳

節
目

補
正

前
の

額
補

　
正

　
額

計
特

 
 
 
 
定

 
 
 
 
 
財

 
 
 
 
 
源

一
般

財
源

区
　

　
分

金
　

　
額

説
明

国
県

支
出

金
地

　
方

　
債

そ
　

の
　

他

 
1
 
元

金
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3
,
5
3
6
,
6
5
0

 
1
,
1
5
5
,
2
4
1

 
4
,
6
9
1
,
8
9
1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4
7
6
,
5
1
1

 
 
 
6
7
8
,
7
3
0

2
3
 
償

還
金

利
子

及
 
 
 
び

割
引

料
 
1
,
1
5
5
,
2
4
1

長
期

債
償

還
元

金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
繰

入
）

 
 
 
4
7
6
,
5
1
1

-29-



 

[
単

位
　

千
円

]
補

　
正

　
額

　
の

　
財

　
源

　
内

　
訳

節
目

補
正

前
の

額
補

　
正

　
額

計
特

 
 
 
 
定

 
 
 
 
 
財

 
 
 
 
 
源

一
般

財
源

区
　

　
分

金
　

　
額

説
明

国
県

支
出

金
地

　
方

　
債

そ
　

の
　

他

 
3
 
公

債
諸

費
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
0

 
 
 
 
6
3
,
0
2
6

 
 
 
 
6
3
,
0
2
6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
6
3
,
0
2
6

2
2
 
補

償
補

填
及

び
 
 
 
賠

償
金

 
 
 
 
6
3
,
0
2
6

補
償

金

計
 
3
,
9
1
4
,
4
3
9

 
1
,
2
1
8
,
2
6
7

 
5
,
1
3
2
,
7
0
6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4
7
6
,
5
1
1

 
 
 
7
4
1
,
7
5
6

-30-



議案第 62 号 

 

平成２４年度生駒市介護保険特別会計補正予算（第１回） 

 

平成２４年度生駒市の介護保険特別会計の補正予算（第１回）は、次に定める

ところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２７，７６８千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６，２１６，０８５千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

平成２４年９月１８日提出 

                       生駒市長 山 下  真 
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議案第 63 号 

 

   平成２４年度生駒市病院事業会計補正予算（第１回） 

 

第１条 平成２４年度生駒市病院事業会計の補正予算（第１回）は、次に定める

ところによる。 

第２条 平成２４年度生駒市病院事業会計予算（以下「予算」という｡)第２条第

１号中「病院施設実施設計及び工事監理業務」の下に「病院施設建築工事」を

加える。 

第３条 予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正す

る。 

収 入                         （単位 千円） 

科 目 既決予定額 補正予定額 計 

第１款 資本的収入 268,787 960,000 1,228,787

第１項 企業債 49,300 960,000 1,009,300

 

支 出                         （単位 千円） 

科 目 既決予定額 補正予定額 計 

第１款 資本的支出 68,787 960,000 1,028,787

第１項 建設改良費 66,098 960,000 1,026,098

 

第４条 予算第９条を予算第１０条とし、予算第８条を予算第９条とし、予算第

７条を予算第８条とし、予算第６条中「９０，５００千円」を「９６０，００

０千円」に改め、同条を予算第７条とする。 
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第５条 予算第５条に定めた企業債を次のとおり補正し、同条を予算第６条とす

る。

 

補  正  前 補  正  後 起債 
の 
目的 限度額 起債の 

方法 
利率 償還の 

方法 
限度額 起債の 

方法 
利率 償還の 

方法 

千円 千円

病院 
建設 
事業 

49,300 
 
 

証書借入 
又  は 
証券発行 

5.0％以内 
(ただし、
利率見直
し方式で
借り入れ
る場合に
ついて、利
率の見直
しを行っ
た後にお
いては、当
該見直し
後の利率) 

政府資金
については
その融資条
件により、
銀行その他
の場合には
その債権者
と協定する
も の と す
る。ただし、
企業財政の
都合により
据置期間及
び償還期限
を短縮し、
若しくは繰
上償還又は
低利に借換
えることが
できる。 

1,009,300
証書借入
又  は
証券発行

5.0％以内 
(ただし、
利率見直
し方式で
借り入れ
る場合に
ついて、利
率の見直
しを行っ
た後にお
いては、当
該見直し
後の利率) 

政府資金
については
その融資条
件により、
銀行その他
の場合には
その債権者
と協定する
も の と す
る。ただし、
企業財政の
都合により
据置期間及
び償還期限
を短縮し、
若しくは繰
上償還又は
低利に借換
えることが
できる。 

 

 

第６条 予算第４条の次に次の１条を加える。 

（継続費） 

第５条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。 

款 項 事業名 総額 年度 年割額 

千円  千円

平成24年度 960,000

8,232,000 平成25年度 1,440,000１資本的支出 １建設改良費 
病院施設 

建築工事 

 平成26年度 5,832,000

 

平成２４年９月１８日提出 

生駒市長 山 下 真   
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（単位 千円）

１ 資 本 的

収 入

（単位 千円）

１ 資 本 的

支 出

款

１ 企 業 債

項 目

工事請負費

１ 企 業 債

１建設改良費

支　　　　　　　出

備　　　　考

1,009,300

1,009,300

1,228,787

1,026,098

1,026,098

計

1,028,787

補正予定額

268,787

49,300

49,300

960,000

平成24年度生駒市病院事業会計補正予算（第１回）実施計画

既決予定額 補正予定額 計 備　　　　考

収　　　　　　　入
１　資本的収入及び支出

款 項 目

68,787

66,098

既決予定額

１新設改良費 66,098 960,000

960,000

960,000

960,000

960,000
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議案第 64 号 

 

生駒市自治基本条例の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２４年９月１８日 

生駒市長 山 下  真   

 

生駒市自治基本条例の一部を改正する条例 

 生駒市自治基本条例（平成２１年６月生駒市条例第２０号）の一部を次のよう

に改正する。 

 目次中「第９章 条例の見直し（第５４条）」を 

        に改める。 

 第５４条第２項を削る。 

本則に次の１章を加える。 

   第１０章 市民自治推進委員会 

第５５条 参画と協働によるまちづくりに関する基本的な事項について、市長の

諮問に応じて調査審議するため、生駒市市民自治推進委員会（以下「委員会」

という｡)を置く。 

２ 委員会は、この条例の運用状況について、調査を行い、市長に対して意見を

述べることができる。 

３ 委員会は、委員１０人以内をもって組織する。 

４ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

「第９章 条例の見直し（第５ 

 第１０章 市民自治推進委員 

４条） 

会（第５５条）」 

-40-



(1) 学識経験のある者 

(2) 市議会議員 

(3) その他市長が必要と認める者 

５ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任されることを妨げない。 

６ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

７ 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

８ 委員長は、委員の互選により定める。 

９ 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。 

10 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

11 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理

する。 

12 委員会の会議（以下「会議」という｡)は、委員長が招集し、委員長が議長と

なる。 

13 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

14 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。 

15 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて

意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

16 前各項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が定める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 65 号 

 

生駒市総合計画審議会条例の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２４年９月１８日 

生駒市長 山 下  真   

 

   生駒市総合計画審議会条例の一部を改正する条例 

 生駒市総合計画審議会条例（平成１２年３月生駒市条例第４号）の一部を次の

ように改正する。 

 第１条中「を策定するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８

条の４第３項の規定に基づき」を「（以下「総合計画」という｡)の策定及び適切

な進行管理を図るため」に改める。 

 第２条中「応じて生駒市総合計画の策定に関し必要な事項を調査審議し、答申

する」を「応じ、次に掲げる事項を調査審議する」に改め、同条に次の各号を加

える。 

 (1) 総合計画の策定に関すること。 

 (2) 総合計画に基づく施策等の取組状況及び成果の検証に関すること。 

 第３条第１項中「２０人」を「１５人」に改め、同条第２項中「次に掲げる者

」を「学識経験のある者その他市長が必要と認める者」に改め、同項各号を削

る。 

 第４条を次のように改める。 

 （任期） 
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第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任されることを妨げない。 

２ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 第８条を削る。 

 第７条中「審議会」の次に「又は部会」を加え、同条を第８条とし、第６条の

次に次の１条を加える。 

 （部会） 

第７条 審議会は、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。 

２ 部会に属する委員は、会長が指名する。 

３ 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により定める。 

４ 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちからあらかじめ部会長

が指名する委員がその職務を代理する。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 66 号 

 

生駒市行政改革推進委員会条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２４年９月１８日 

生駒市長 山 下  真   

 

生駒市行政改革推進委員会条例 

（設置） 

第１条 社会経済情勢に適応した持続可能で質の高い行財政体制を構築し、及び

推進するため、生駒市行政改革推進委員会（以下「委員会」という｡)を置く。 

 （所掌事務） 

第２条 委員会は、市長の諮問に応じ、行政改革の推進に関し必要な事項を調査

審議する。 

 （組織） 

第３条 委員会は、委員１０人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

 (1) 学識経験のある者 

 (2) 市民団体等を代表する者 

 (3) その他市長が必要と認める者 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任されることを妨げない。 

２ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
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 （委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理

する。 

 （会議） 

第６条 委員会の会議（以下「会議」という｡)は、委員長が招集し、委員長が議

長となる。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。 

 （部会） 

第７条 委員会は、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。 

２ 部会に属する委員は、委員長が指名する。 

３ 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により定める。 

４ 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちからあらかじめ部会長

が指名する委員がその職務を代理する。 

 （関係者の出席等） 

第８条 委員会又は部会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に

出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることが

できる。 

 （委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が定め

る。 
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   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 67 号 

 

生駒市防災会議条例及び生駒市災害対策本部条例の一部を改正する 

条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２４年９月１８日 

生駒市長 山 下  真   

 

   生駒市防災会議条例及び生駒市災害対策本部条例の一部を改正する条例 

 （生駒市防災会議条例の一部改正） 

第１条 生駒市防災会議条例（昭和３７年１０月生駒市条例第１３号）の一部を

次のように改正する。 

  第２条第２号中「第３２条第２項」を「第３３条第２項」に改め、同条第３

号を次のように改める。 

  (3) 市長の諮問に応じて生駒市の地域に係る防災に関する重要事項を審議

すること。 

第２条第４号中「前３号」を「前各号」に改め、同号を同条第５号とし、同

条第３号の次に次の１号を加える。 

(4) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。 

第３条第５項中第８号を第９号とし、第７号の次に次の１号を加える。 

(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が委

嘱する者 

第３条第７項中「第５項第７号及び第８号」を「第５項第７号から第９号ま
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で」に改める。 

 （生駒市災害対策本部条例の一部改正） 

第２条 生駒市災害対策本部条例（昭和３７年１０月生駒市条例第１４号）の一

部を次のように改正する。 

  第１条中「第２３条第７項」を「第２３条の２第８項」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 68 号 

 

生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する 

条例の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２４年９月１８日 

生駒市長 山 下  真   

 

生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例 

生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和

３１年１１月生駒市条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

 別表中 

 

附属機関の委員その他の構成員 日額 １４，０００ 

 

学 識 経 験 の あ る 者 と

し て 選 任 さ れ た 委 員

その他の構成員 

日額 １４，０００ 附属機関の委員

その他の構成員

上 記 以 外 の 委 員 そ の

他の構成員 

日額  ５，０００ 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

「 

「 

に改める。 

を 
」 

 

」 

-49-



２ この条例の施行の際現に附属機関の委員その他の構成員である者の報酬につ

いては、改正後の生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

関する条例の規定にかかわらず、平成２５年３月３１日までの間、なお従前の

例による。 
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議案第 69 号 

 

生駒市入札監視委員会条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２４年９月１８日 

生駒市長 山 下  真   

 

生駒市入札監視委員会条例 

（設置） 

第１条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 （平成１２年法

律第１２７号）の趣旨を踏まえ、市が発注する建設工事及び業務（以下「建設

工事等」という｡)の入札及び契約手続について、公平性及び公正性の確保並び

に透明性の向上を図るため、生駒市入札監視委員会（以下「委員会」という｡)

を置く。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 市が発注した建設工事等の入札及び契約手続の過程について、調査審議

すること。 

(2) 市が発注した建設工事等の入札及び契約手続に対する苦情について、調

査審議すること。 

(3) その他建設工事等の入札及び契約手続について、市長に意見を述べるこ

と。 

 （組織） 
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第３条 委員会は、委員５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、学識経験のある者のうちから市長が委嘱する。 

 （任期） 

第４条 委員の任期は２年とする。ただし、再任されることを妨げない。 

２ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （委員長） 

第５条 委員会に委員長を置く。 

２ 委員長は、委員の互選により定める。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を

代理する。 

 （会議） 

第６条 委員会の会議（以下「会議」という｡)は、委員長が招集し、委員長が議

長となる。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。 

 （委員の除斥） 

第７条 委員は、自己又は３親等以内の親族の利害に関係のある事項について

は、その議事に加わることができない。 

（関係者の出席等） 

第８条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求

めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

 （守秘義務） 

第９条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後
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も、同様とする。 

（委任） 

第１０条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が定

める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 70 号  

 

生駒市プロポーザル審査委員会条例の制定について  

 

上記の議案を提出する。  

 

平成２４年９月１８日  

生駒市長 山 下  真   

 

生駒市プロポーザル審査委員会条例  

 （設置）  

第１条 プロポーザル方式（専門性、技術力、企画力等を総合的に判断した上で、

受託候補者等を選定し、又は特定する方式をいう｡)により公の施設の指定管理

者の候補者、福祉施設等の整備及び運営を行う事業候補者若しくは市が発注す

る業務等の受託候補者（以下「指定管理者候補者等」という｡)を選定し、又は

特定する場合の審査を、公平かつ公正に行うため、生駒市プロポーザル審査委

員会（以下「委員会」という｡)を置く。  

（所掌事務）  

第２条 委員会は、市長、教育委員会又は水道事業管理者（以下「市長等」とい

う｡)の求めに応じ、指定管理者候補者等の選定又は特定に関し必要な事項を調

査審議する。  

 （組織）  

第３条 委員会は、委員８人以内をもって組織する。  

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長等が委嘱し、又は任命する。  

 (1) 学識経験のある者  
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 (2) 副市長  

 (3) 教育長  

 (4) 市職員  

 (5) その他市長等が必要と認める者  

 （任期）  

第４条 委員の任期は、当該指定管理者候補者等の選定又は特定が行われたとき

までとする。  

 （委員長）  

第５条 委員会に委員長を置く。  

２ 委員長は、委員の互選により定める。  

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。  

４ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を

代理する。  

 （会議）  

第６条 委員会の会議（以下「会議」という｡)は、委員長が招集し、委員長が議

長となる。  

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。  

３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。  

 （関係者の出席等）  

第７条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求

めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。  

（守秘義務）  

第８条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後

も、同様とする。  
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 （委任）  

第９条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長等が定

める。  

   附 則  

この条例は、公布の日から施行する。  
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議案第 71 号 

 

生駒市就学指導委員会条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２４年９月１８日 

生駒市長 山 下  真   

 

生駒市就学指導委員会条例 

（設置） 

第１条 障害のある児童及び生徒に適正な就学指導を行うため、生駒市就学指導

委員会（以下「委員会」という｡)を置く。 

 （所掌事務） 

第２条 委員会は、生駒市教育委員会（以下「教育委員会」という｡)の諮問に応

じ、教育学、医学、心理学等の観点から障害の種類、程度等について調査審議

する。 

 （組織） 

第３条 委員会は、委員２０人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。 

 (1) 医師 

(2) 学識経験のある者 

(3) 関係教育機関の職員 

(4) 児童福祉施設等の職員 

(5) 市職員 
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(6) その他教育委員会が必要と認める者 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任されることを妨げない。 

２ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理

する。 

 （会議） 

第６条 委員会の会議（以下「会議」という｡)は、委員長が招集し、委員長が議

長となる。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。 

 （部会） 

第７条 委員会は、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。 

２ 部会に属する委員は、委員長が指名する。 

３ 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により定める。 

４ 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちからあらかじめ部会長

が指名する委員がその職務を代理する。 

 （関係者の出席等） 

第８条 委員会又は部会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に

出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることが
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できる。 

（守秘義務） 

第９条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後

も、同様とする。 

 （委任） 

第１０条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育委員

会が定める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 72 号 

 

生駒ふるさとミュージアム条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２４年９月１８日 

生駒市長 山 下  真   

 

生駒ふるさとミュージアム条例 

（設置） 

第１条 文化的に価値のある本市の貴重な建造物であり、かつ、登録有形文化財

である旧生駒町役場庁舎を永く保存するとともに、郷土の歴史文化に関する資

料（以下「資料」という｡)を保存し、及び展示し、もって郷土の歴史文化の普

及、市民文化の発展及び郷土愛の高揚に寄与するため、本市に郷土資料施設（

以下「施設」という｡)を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名  称 位  置 

生駒ふるさとミュージアム 生駒市山崎町１１番７号 

（事業） 

第３条 施設は、次に掲げる事業を行う。 

(1) 資料の収集、保存、展示及び活用に関すること。 

(2) 郷土学習の推進、文化財の愛護及び市民文化の向上に関すること。 

 (3) その他生駒市教育委員会（以下「教育委員会」という｡)が必要と認める
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事業 

（管理） 

第４条 施設は、教育委員会がこれを管理する。 

（指定管理者による管理） 

第５条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に

より、施設の管理を同項に規定する指定管理者（以下「指定管理者」という｡)

に行わせるものとする。 

（指定の手続） 

第６条 指定管理者の指定に当たり、教育委員会は、施設の管理に関する事業計

画書その他教育委員会が必要と認める書類を提出させた上で、次に掲げる基準

により指定管理者を決定するものとする。 

(1) 市民の平等な利用が確保されること。 

(2) 施設の効用を最大限に発揮するとともに、その管理に要する経費の縮減

が図られるものであること。 

(3) 施設の管理を安定して行うことができるための物的能力及び人的能力を

有していること。 

（管理の基準） 

第７条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他教育委員

会の定めるところに従い、施設の管理を行わなければならない。 

（業務の範囲） 

第８条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。 

(1) 第３条に規定する事業の実施に関すること。 

(2) 第１０条に規定する使用の許可、第１２条に規定する使用許可の取消し

等及び第２１条に規定する入館の制限に関すること。 

(3) 第１９条に規定する設備の許可に関すること。 
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(4) 施設の維持管理に関すること。 

(5) その他教育委員会が必要と認める業務 

（観覧料） 

第９条 施設に常時展示している資料の観覧に係る料金は、無料とする。 

２ 施設に特別に展示する資料を観覧しようとする者は、その観覧に係る料金（

以下「特別展観覧料」という｡)を指定管理者に納付しなければならない。ただ

し、次に掲げる者については、この限りでない。 

 (1) 中学生以下の者 

 (2) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた 

者及びその介護を行う者 

 (3) 市内に居住する６５歳以上の者 

３ 特別展観覧料は、指定管理者がその都度市長の承認を得て定めるものとす

る。 

（使用の許可） 

第１０条 施設のうち多目的室を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受

けなければならない。 

２ 指定管理者は、前項の許可をする場合において必要があると認めるときは、

その使用について条件を付することができる。 

（使用の制限） 

第１１条 指定管理者は、使用目的又は使用内容が次の各号のいずれかに該当す

ると認めるときは、多目的室の使用を許可しない。 

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。 

(2) 多目的室を汚損するおそれがあるとき。 

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第２号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資する
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こととなるとき。 

(4) 管理上支障があるとき。 

(5) その他指定管理者が不適当と認めるとき。 

（使用許可の取消し等） 

第１２条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用

の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。 

(1) その使用が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。 

(2) その使用が虚偽の申請その他不正の手段によって許可を受けたとき。 

(3) 施設が災害その他の理由により使用できなくなったとき。 

(4) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

（本市等の免責） 

第１３条 前条の規定により使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しく

は停止した場合において、多目的室の使用の許可を受けた者（以下「使用者」

という｡)に損害が生ずることがあっても、本市及び指定管理者は、これに対し

て補償の責任を負わない。 

（利用料金） 

第１４条 使用者は、多目的室の使用に係る料金（以下「利用料金」という｡)を

指定管理者に納付しなければならない。 

２ 利用料金は、別表に定める金額の範囲内において、指定管理者が市長の承認

を得て定めるものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、市民が営利目的で使用する場合における利用料金

（附属設備に係るものを除く｡)は同項の規定による指定管理者が市長の承認を

得て定める金額に２を乗じて得た額とし、市民以外の者が使用する場合におけ

る利用料金（附属設備に係るものを除く｡)は同項の規定による指定管理者が市

長の承認を得て定める金額に１．５（営利目的で使用する場合にあっては、３
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）を乗じて得た額とする。 

 （特別展観覧料等の収受） 

第１５条 特別展観覧料及び利用料金（以下「特別展観覧料等」という｡)は、地

方自治法第２４４条の２第８項の規定により指定管理者の収入として収受され

るものとする。 

（特別展観覧料等の減免） 

第１６条 指定管理者は、市長が定める特別の理由があると認めるときは、特別

展観覧料等を減免することができる。 

（特別展観覧料等の還付） 

第１７条 既納の特別展観覧料等は、還付しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、市長が定める特別の理由があると

認めるときは、同項の特別展観覧料等の全部又は一部を還付することができ

る。 

（権利の譲渡等の禁止） 

第１８条 使用者は、多目的室を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならな

い。 

（設備） 

第１９条 使用者は、多目的室の使用に際し、特別な設備をしようとするとき

は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。 

（原状回復義務） 

第２０条 使用者は、多目的室の使用を終了したとき、又は第１２条の規定によ

り使用の許可を取り消され、使用を制限され、若しくは停止されたときは、直

ちに原状に回復しなければならない。 

（入館の制限） 

第２１条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対し、施
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設への入館を拒否し、又は施設からの退館を命ずることができる。 

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある者 

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品を携行する者 

(3) 動物（身体障害者補助犬法（平成１４年法律第４９号）第７条第１項に

規定する身体障害者補助犬及びこれに準ずる犬を除く｡)を携行する者 

(4) 建物、設備又は展示品等を汚損し、破損し、又は滅失するおそれがある  

者 

(5) 施設の管理上支障がある者 

(6) その他指定管理者が不適当と認める者 

（損害の賠償） 

第２２条 その責めに帰すべき理由により、建物、設備又は展示品等を汚損し、

破損し、又は滅失した者は、教育委員会の指示するところに従い、これを原状

に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。 

（委任） 

第２３条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項のうち、

特別展観覧料等に関する事項については規則で、それ以外の事項については教

育委員会規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から起算して１年６月を超えない範囲内において教育

委員会規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施

行する。 

（準備行為） 

２ 指定管理者の指定の手続に関する行為並びに多目的室の使用の許可及び当該

許可に係る手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。 
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別表（第１４条関係） 

 １ 施設利用料金 

 

２ 附属設備利用料金 

市長の定める額 

 

 9:00～ 

12:00 

12:00～ 

14:30 

14:30～ 

17:00 

17:00～ 

19:30 

19:30 ～

22:00 

9:00～ 

22:00 

多目的室 1,300 円 1,100 円 1,100 円 1,100 円 1,100 円 5,700 円
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議案第 73 号 

 

生駒市老人ホーム入所判定委員会条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２４年９月１８日 

生駒市長 山 下  真   

 

生駒市老人ホーム入所判定委員会条例 

（設置） 

第１条 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第１１条に規定する措置（同

条第１項第２号に規定する措置を除く｡)を適正かつ円滑に実施するため、生駒

市老人ホーム入所判定委員会（以下「委員会」という｡)を置く。 

 （所掌事務） 

第２条 委員会は、福祉事務所長の求めに応じ、次に掲げる事項を調査審議す

る。 

(1) 養護老人ホームへの入所措置の要否の判定に関すること。 

 (2) 養護老人ホームへの入所措置の継続及び変更等の要否の判定に関するこ

と。 

 (3) その他養護老人ホームの入所措置等に関し必要な事項 

 （組織） 

第３条 委員会は、委員７人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

 (1) 医師 
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 (2) 市内の老人福祉施設を代表する者 

 (3) 市職員 

 (4) その他市長が必要と認める者 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任されることを妨げない。 

２ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （委員長） 

第５条 委員会に委員長を置く。 

２ 委員長は、委員の互選により定める。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を

代理する。 

 （会議） 

第６条 委員会の会議（以下「会議」という｡)は、委員長が招集し、委員長が議

長となる。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。 

 （関係者の出席等） 

第７条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求

めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

 （守秘義務） 

第８条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後

も、同様とする。 

 （委任） 
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第９条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が定め

る。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 74 号 

 

生駒市立老人憩の家条例の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２４年９月１８日 

生駒市長 山 下  真   

 

生駒市立老人憩の家条例の一部を改正する条例 

 生駒市立老人憩の家条例（昭和４６年７月生駒市条例第１３号）の一部を次の

ように改正する。 

 第２条の表生駒市立老人憩の家の項を削る。 

 第１０条から第１４条までを削り、第１５条を第１０条とし、第１６条を第１

１条とする。 

   附 則 

 この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 
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議案第 75 号 

 

生駒市予防接種健康被害調査委員会条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２４年９月１８日 

生駒市長 山 下  真   

 

生駒市予防接種健康被害調査委員会条例 

（設置） 

第１条 予防接種法（昭和２３年法律第６８号）に基づく予防接種による健康被

害の適正かつ円滑な処理に資するため、生駒市予防接種健康被害調査委員会（

以下「委員会」という｡)を置く。 

 （所掌事務） 

第２条 委員会は、市長の求めに応じ、本市が実施した予防接種による健康被害

に関し必要な事項を調査審議し、報告する。 

 （組織） 

第３条 委員会は、委員１０人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

 (1) 奈良県郡山保健所長 

 (2) 生駒市医師会会長 

 (3) 生駒市医師会担当理事 

 (4) 奈良県が選定する専門医師 

 (5) 市職員 

 （任期） 
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第４条 委員の任期は、当該健康被害の調査審議に係る報告が終了したときまで

とする。 

 （委員長） 

第５条 委員会に委員長を置く。 

２ 委員長は、委員の互選により定める。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を

代理する。 

 （会議） 

第６条 委員会の会議（以下「会議」という｡)は、委員長が招集し、委員長が議

長となる。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。 

 （関係者の出席等） 

第７条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求

めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

（守秘義務） 

第８条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後

も、同様とする。 

 （委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が定め

る。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 76 号 

 

生駒市環境基本条例の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２４年９月１８日 

生駒市長 山 下  真   

 

生駒市環境基本条例の一部を改正する条例 

 生駒市環境基本条例（平成１１年３月生駒市条例第１１号）の一部を次のよう

に改正する。 

 目次中「第１８条」を「第１９条」に、「第１９条」を「第２０条」に、「第

２０条・第２１条」を「第２１条・第２２条」に、「環境審議会（第２２条）」

を「環境審議会等（第２３条・第２４条）」に改める。 

 第８条第３項中「第２２条第１項」を「第２３条第１項」に改める。 

 第２２条に見出しとして「（環境審議会）」を付し、同条第４項第２号を次の

ように改め、同条を第２３条とする。 

 (2) 学識経験のある者 

 「第３章 環境審議会」を「第３章 環境審議会等」に改める。 

第２章第５節中第２１条を第２２条とし、第２０条を第２１条とし、同章第４

節中第１９条を第２０条とし、同章第３節中第１８条の次に次の１条を加える。 

（環境マネジメントシステム） 

第１９条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を効果的に推進するため、環

境マネジメントシステム（環境に配慮した活動を進めるための目標を決定し、

当該目標を達成するための継続的な改善を図る仕組みをいう。以下同じ｡)の導
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入及び推進を図るものとする。 

 本則に次の１条を加える。 

（環境マネジメントシステム推進会議） 

第２４条 環境マネジメントシステムの適正な運用を図るため、生駒市環境マネ

ジメントシステム推進会議(以下「推進会議」という｡)を置く。 

２ 推進会議は、次に掲げる事項を調査審議する。 

(1) 環境マネジメントシステムに係る取組状況に関すること。 

(2) 環境マネジメントシステムに係る目標の設定に関すること。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、環境マネジメントシステムに関し必要な事  

項 

３ 推進会議は、委員３５人以内をもって組織する。 

４ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

(1) 学識経験のある者 

(2) 事業者及び市民 

(3) 市職員 

(4) その他市長が必要と認める者 

５ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任されることを妨げない。 

６ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

７ 推進会議は、必要があると認めるときは、専門チームを置くことができる。 

８ 推進会議は、その定めるところにより、専門チームの決議をもって推進会議

の決議とすることができる。 

９ 前各項に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、

規則で定める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 77 号 

 

生駒市学研高山地区環境保全対策委員会条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２４年９月１８日 

生駒市長 山 下  真   

 

生駒市学研高山地区環境保全対策委員会条例 

（設置） 

第１条 関西文化学術研究都市高山地区（以下「学研高山地区」という｡)におけ

る事業活動による環境汚染並びに事故及び災害等を未然に防止するため、生駒

市学研高山地区環境保全対策委員会（以下「委員会」という｡)を置く。 

 （所掌事務） 

第２条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。 

 (1) 市と学研高山地区に立地する事業者との間で締結する協定（以下「協定

」という｡)に関すること。 

 (2) 協定の履行状況に関すること。 

 (3) その他市長が必要と認める事項 

 （組織） 

第３条 委員会は、委員１５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 学識経験のある者 

 (2) 関係自治会を代表する者 
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 (3) その他市長が必要と認める者 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任されることを妨げない。 

２ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（臨時委員） 

第５条 委員会に特別の事項を調査審議させるため、臨時委員を置くことができ

る。 

２ 臨時委員は、市長が委嘱する。 

３ 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときは、解嘱されるもの

とする。 

 （委員長及び副委員長） 

第６条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理

する。 

 （会議） 

第７条 委員会の会議（以下「会議」という｡)は、委員長が招集し、委員長が議

長となる。 

２ 委員会は、委員の３分の２以上が出席しなければ会議を開くことができな

い。 

３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。 

 （部会） 

第８条 委員会は、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。 
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２ 部会に属する委員は、委員長が指名する。 

３ 部会に部会長を置き、委員長の指名する委員をもって充てる。 

４ 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちからあらかじめ部会長

が指名する委員がその職務を代理する。 

 （関係者の出席等） 

第９条 委員会又は部会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に

出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることが

できる。 

 （委任） 

第１０条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が定

める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 78 号 

 

生駒市企業立地促進条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２４年９月１８日 

生駒市長 山 下  真   

 

生駒市企業立地促進条例 

（目的） 

第１条 この条例は、本市における企業立地を促進することにより、産業の振興

及び雇用機会の拡大を図り、もって地域経済の発展及び市民生活の向上に資す

ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

(1) 奈良県企業立地基本計画 企業立地の促進等による地域における産業集

積の形成及び活性化に関する法律（平成１９年法律第４０号）第５条第１項

に規定する基本計画として作成され、同項の主務大臣の同意を受けた奈良県

企業立地基本計画をいう。 

(2) けいはんな地域広域基本計画 企業立地の促進等による地域における産

業集積の形成及び活性化に関する法律第５条第１項に規定する基本計画とし

て作成され、同項の主務大臣の同意を受けたけいはんな地域広域基本計画を

いう。 
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(3) 対象区域 奈良県企業立地基本計画又はけいはんな地域広域基本計画に

定められた集積区域の区域内において特に重点的に企業立地を図るべき区域

のうち、次に掲げるものをいう。 

ア 高山サイエンスタウン 

イ 北田原工業団地 

(4) 対象業種 奈良県企業立地基本計画又はけいはんな地域広域基本計画に

定められた集積業種として指定する業種をいう。 

(5) 立地 対象業種である製造業に係る事業所の設置又は増設を行うことを

いう。 

(6) 固定資産投資額 事業の用に供する固定資産（地方税法（昭和２５年法

律第２２６号）第３４１条第１号に規定する固定資産をいう｡)の取得に要す

る費用（土地に係るものを除く｡)の合計額から消費税法（昭和６３年法律第

１０８号）の規定による消費税及び地方税法の規定による地方消費税に相当

する額を控除した額をいう。 

（立地促進施策） 

第３条 市長は、第１条の目的を達成するため、第５条第１項の認定を受けた事

業者（以下「認定事業者」という｡)に対し、補助金を交付することができる。 

（企業立地補助金の種類等） 

第４条 前条の補助金（以下「企業立地補助金」という｡)の種類は、事業所設置

補助金、雇用促進補助金及び操業支援補助金とする。 

２ 事業所設置補助金及び雇用促進補助金の交付要件、交付対象となる年度、額

及び限度額は、別表第１のとおりとする。 

３ 操業支援補助金の交付要件、交付対象となる年度、額及び限度額は、別表第

２のとおりとする。 

（事業計画の認定） 
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第５条 企業立地補助金の交付を受けようとする事業者は、規則で定めるところ

により、あらかじめ立地に関する事業の計画（以下「事業計画」という｡)を市

長に提出し、その認定を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による事業計画の提出があった場合において、当該事業

計画の内容が次に掲げる要件の全てに適合すると認めるときは、同項の認定を

行うものとする。 

(1) 対象区域に立地を行うものであること。 

(2) 事業所の種類が対象業種に該当するものであること。 

(3) 立地に係る工事を規則で定める期限までに着工し、かつ、規則で定める

期間内に事業所の操業を開始するものであること。 

(4) 立地に係る事業の規模が次のいずれかの要件に該当するものであるこ

と。 

ア 新規に事業所の設置を行う場合にあっては、事業所の操業を開始する日

までの固定資産投資額が２億円以上であること。 

イ 事業所の増設を行う場合又は既に対象区域内に存する施設を借り受けて

事業所の設置を行う場合にあっては、事業所の操業を開始する日までの固

定資産投資額が１億円以上であること。 

ウ 事業の用に供する土地の面積が１，５００平方メートル以上であるこ

と。 

(5) 事業所の操業に伴って市内における既存の事業所の規模を縮小すること

にならないこと。 

３ 市長は、第１項の認定を行う場合において必要があると認めるときは、条件

を付することができる。 

４ 第２項の規定にかかわらず、市長は、企業立地補助金の交付を受けようとす

る事業者が次の各号のいずれかに掲げる者であるときは、第１項の認定をしな
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いことができる。 

(1) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ｡) 

(2) 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６

号に規定する暴力団員をいう。以下同じ｡) 

(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者 

（事業計画の変更） 

第６条 認定事業者は、前条第１項の認定を受けた事業計画（以下「認定事業計

画」という｡)の変更（規則で定める軽微な変更を除く｡)をしようとするとき

は、規則で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。 

２ 前条第２項及び第４項の規定は、前項の承認について準用する。 

３ 市長は、第１項の承認を行う場合において、必要があると認めるときは、前

条第３項の条件を変更し、又は新たな条件を付することができる。 

（地位の承継） 

第７条 合併、分割その他の事由により認定事業者の事業を承継した者は、規則

で定めるところにより市長の承認を受けて、当該認定事業者の地位を承継する

ことができる。 

（操業開始の報告） 

第８条 認定事業者は、事業所の操業を開始したときは、規則で定めるところに

より、その旨を市長に報告しなければならない。 

（企業立地補助金の交付申請） 

第９条 認定事業者は、前条の規定による報告を行った後、規則で定めるところ

により、市長に対し、企業立地補助金の交付の申請をするものとする。 

（企業立地補助金の交付決定等） 

第１０条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認め
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るときは、企業立地補助金の交付の決定を行い、予算の範囲内で企業立地補助

金を交付するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による決定を行う場合において、必要があると認めると

きは、条件を付することができる。 

３ 第１項の規定にかかわらず、市長は、認定事業者が第５条第４項各号のいず

れかに掲げる者であるときは、企業立地補助金の交付の決定をしないことがで

きる。 

４ 認定事業計画に係る事業について企業の立地を促進するための奈良県の補助

金の交付を受けた事業者は、事業所設置補助金及び雇用促進補助金の交付を受

けることができない。 

５ 生駒市税条例（昭和５０年１２月生駒市条例第３１号）附則第２６条の規定

により固定資産税の特例を受けた事業者は、操業支援補助金の交付を受けるこ

とができない。 

（事業計画の認定の取消し等） 

第１１条 市長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき

は、規則で定めるところにより、第５条第１項の認定を取り消し、又は前条第

１項の企業立地補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、若しくは

企業立地補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。 

(1) 認定事業計画が第５条第２項各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。 

(2) 偽りその他不正の手段により第５条第１項の認定又は前条第１項の企業

立地補助金の交付の決定を受けたとき。 

(3) 法令又はこの条例若しくはこれに基づく規則に違反したとき。 

(4) 第５条第３項、第６条第３項又は前条第２項に規定する条件に違反した

とき。 

(5) 第８条の規定による報告をしなかったとき。 
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(6) 事業所の操業を開始した日の属する年度の翌年度の４月１日から起算し

て１０年以内に、正当な理由なしに企業立地補助金の交付の対象となった事

業所の操業を休止し、又は廃止したとき。 

(7) 市税を滞納したとき。 

(8) 第５条第４項各号に掲げる者のいずれかに該当することが判明したと

き。 

（報告、立入調査等） 

第１２条 市長は、第５条第１項の認定を受けようとする事業者又は認定事業者

に対し、必要な事項について報告又は書類の提出を求めることができる。 

２ 市長は、第５条第１項の認定又は企業立地補助金の交付に関する事務のため

必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員をして、事

業所等に立ち入り、その状況を調査させ、又は帳簿、書類等を検査させるこ

とができる。 

３ 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があ

ったときは、これを提示しなければならない。 

（委任） 

第１３条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２４年１１月１日から施行する。 

（企業立地補助金の交付の特例） 

２ この条例の施行の際現に実施されている企業立地を促進するために補助金を

交付する措置がこの条例の施行に伴って廃止されることになる場合において、

市長が特に必要があると認めるときは、当該措置について市長が行った行為又

は市長に対して行われた申請その他の行為をこの条例の相当規定によりなされ
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たものとみなす等必要な措置を講ずることにより、当該措置を受けている者に

対してこの条例を適用することができる。 
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別表第１（第４条関係） 

事業所設置補助金及び雇用促進補助金 

交 付 要 件 
交付対象となる 

年度 
補 助 金 の 額 補助金の限度額 

認 定 事 業 計

画に従って事

業所を操業し

ていること。 

当該事業所の

操業を開始した

日の属する年度

の翌年度 

(1) 事業所設置補助金 

次に掲げる額の合計額

ア 固定資産投資額に１

００分の１０を乗じて

得た額 

イ 附帯費用の額に１０

０分の５を乗じて得た

額 

(2) 雇用促進補助金 

新規常用雇用者１人に

つき４０万円 

事業所設置補助

金の額及び雇用促

進補助金の額の合

計額が５，０００

万円を超えるとき

は、５，０００万

円とする。 

備考 

１ 上表の「附帯費用の額」とは、次に掲げる費用の合計額から消費税法の規定によ

る消費税及び地方税法の規定による地方消費税に相当する額を控除した額とす

る。 

(1) 文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）による埋蔵文化財の調査に要す

る費用 

(2) 造成工事に要する費用 

２ 上表の「新規常用雇用者」とは、立地に伴い新たに雇用された者のうち、次の各

号のいずれにも該当するものをいう。 

(1) 市内に住所を有している者 

(2) 雇用期間の定めのない者 

(3) 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第４条第１項の被保険者であっ

て、同法第７条の規定による届出により同法第９条第１項の確認を受けたもの 

３ 上表の規定により算出された事業所設置補助金の額に１，０００円未満の端数が

あるときは、これを切り捨てた額を事業所設置補助金の額とする。 
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別表第２（第４条関係） 

操業支援補助金 

交 付 要 件 
交付対象となる 

年度 
補 助 金 の 額 補助金の限度額 

認 定 事 業 計

画に従って事

業所を操業し

て お り 、 か

つ、交付対象

となる年度の

固定資産税を

完納している

こと。 

当該事業所の

操業を開始した

日 以 後 に お い

て、当該事業所

の用に供する固

定資産（土地を

除 く 。 以 下 同

じ｡)に対して最

初に課される固

定資産税の年度

の翌年度（以下

「基準年度」と

いう｡)及びこれ

に続く２年度 

(1) 基準年度 

基準年度の固定資産税

等の額に１０分の９を乗

じて得た額 

(2) 基準年度の翌年度 

基準年度の翌年度の固

定資産税等の額に３分の

２を乗じて得た額 

(3) 基準年度の翌々年度 

基準年度の翌々年度の

固定資産税等の額に３分

の１を乗じて得た額 

基準年度及びこ

れに続く２年度の

操業支援補助金の

額の合計額が３，

０００万円を超え

るときは、３，０

００万円とする。 

備考 

１ 上表の「固定資産税等の額」とは、当該事業所の用に供する固定資産に対して課

される固定資産税及び都市計画税の額をいう。 

２ 上表の規定により算出された操業支援補助金の額に１，０００円未満の端数があ

るときは、これを切り捨てた額を操業支援補助金の額とする。 
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議案第 79 号 

 

生駒市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２４年９月１８日 

生駒市長 山 下  真   

 

   生駒市火災予防条例の一部を改正する条例 

 生駒市火災予防条例（昭和３７年３月生駒市条例第７号）の一部を次のように

改正する。 

 第１１条第１項中「以下のもの」の次に「及び次条に掲げるもの」を加え、同

条の次に次の１条を加える。 

 （急速充電設備） 

第１１条の２ 急速充電設備（電気を設備内部で変圧して、電気を動力源とする

自動車等（道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第２条第１項第９号に規

定する自動車又は同項第１０号に規定する原動機付自転車をいう。以下この条

において同じ｡)に充電する設備（全出力２０キロワット以下のもの及び全出力

５０キロワットを超えるものを除く｡)をいう。以下同じ｡)の位置、構造及び管

理は、次に掲げる基準によらなければならない。 

 (1) その 筐
きょう

体は不燃性の金属材料で造ること。 

 (2) 堅固に床、壁、支柱等に固定すること。 

 (3) 雨水等の浸入防止の措置を講ずること。 

 (4) 充電を開始する前に、急速充電設備と電気を動力源とする自動車等との
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間で自動的に絶縁状況の確認を行い、絶縁されていない場合には、充電を開

始しない措置を講ずること。 

 (5) 急速充電設備と電気を動力源とする自動車等が確実に接続されていない

場合には、充電を開始しない措置を講ずること。 

 (6) 急速充電設備と電気を動力源とする自動車等の接続部に電圧が印加され

ている場合には、当該接続部が外れないようにする措置を講ずること。 

 (7) 漏電、地絡及び制御機能の異常を自動的に検知する構造とし、漏電、地

絡又は制御機能の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止さ

せる措置を講ずること。 

 (8) 電圧及び電流を自動的に監視する構造とし、電圧又は電流の異常を検知

した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。 

 (9) 異常な高温とならないこと。また、異常な高温となった場合には、急速

充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。 

 (10) 急速充電設備を手動で緊急停止させることができる措置を講ずること。 

 (11) 自動車等の衝突を防止する措置を講ずること。 

 (12) 急速充電設備のうち蓄電池を内蔵しているものにあっては、当該蓄電池

について次に掲げる措置を講ずること。 

  ア 電圧及び電流を自動的に監視する構造とし、電圧又は電流の異常を検知

した場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。 

  イ 異常な高温とならないこと。また、異常な高温となった場合には、急速

充電設備を自動的に停止させること。 

 (13) 急速充電設備の周囲は、換気、点検及び整備に支障のないようにするこ

と。 

 (14) 急速充電設備の周囲は、常に、整理及び清掃に努めるとともに、油ぼろ

その他の可燃物をみだりに放置しないこと。 
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２ 前項に規定するもののほか、急速充電設備の位置、構造及び管理の基準につ

いては、前条第１項第２号、第５号、第８号及び第９号の規定を準用する。 

 第１２条第２項中「前条第１項」を「第１１条第１項」に改め、同条第３項中

「前条第１項第３号の２」を「第１１条第１項第３号の２」に改め、同条第４項

中「前条第１項第７号」を「第１１条第１項第７号」に改める。 

 第２９条の３第１項第２号中「第１３条の３第１号」を「第１３条第１号」に

改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２４年１２月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている急速充電設

備のうち、改正後の生駒市火災予防条例第１１条の２の規定に適合しないもの

については、当該規定は、適用しない。 
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議案第 80 号 

 

財産の取得について 

 

下記のとおり財産を取得することについて、議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年４月生駒市条例第２号）第３条の規

定により、議会の議決を求める。 

記 

１ 取得する財産  防犯灯等ＬＥＤ化に係るＬＥＤ灯具（３２ワットコンパク

ト型蛍光ランプ相当） ６，２００基 

２ 取 得 価 格  ４８，６９４，８００円 

３ 契約の相手方  大阪市西区江戸堀三丁目３番１５号 

株式会社コミューチュア 

代表取締役 髙江洲文雄 

４ 契 約 の 方 法  条件付一般競争入札 

 

平成２４年９月１８日提出 

生駒市長 山 下  真   
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議案第 81 号 

 

財産の取得について 

 

下記のとおり財産を取得することについて、議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年４月生駒市条例第２号）第３条の規

定により、議会の議決を求める。 

記 

１ 取得する財産  防犯灯等ＬＥＤ化に係るＬＥＤ灯具（１００ワット水銀灯

相当） １，６００基 

２ 取 得 価 格  ２２，８４８，０００円 

３ 契約の相手方  奈良市西木辻町２００番地７０ 

株式会社武部商会 

代表取締役 武部宗裕 

４ 契 約 の 方 法  条件付一般競争入札 

 

平成２４年９月１８日提出 

生駒市長 山 下  真   
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議案第 82 号 

 

市道路線の認定について 

 

市道路線を次のとおり認定したいから、道路法（昭和２７年法律第１８０号）

第８条第２項の規定により、議会の議決を求める。 

 

整理 起        点 

番号 
路    線    名 

終        点 

１ 小明町南１１号線 
小明町１３３０番８先 

小明町１３３０番１４先 

２ 小明町南１２号線 
小明町１３３０番５先 

小明町１３３０番３先 

３ 小明町南第１歩行者道 
小明町１３３０番２先 

小明町１３３０番１４先 

４ 第２阪奈壱分６号線 
壱分町１５２番７先 

壱分町１５２番１９先 

５ 瓦谷城山口線支線７号 
壱分町１０６８番６５先 

壱分町１０６７番１１先 

 

平成２４年９月１８日提出 

生駒市長 山 下  真   

 

-92-



議案第 83 号 

 

市道路線の廃止について 

 

市道路線を次のとおり廃止したいから、道路法（昭和２７年法律第１８０号）

第１０条第３項の規定により、議会の議決を求める。 

 

整理 起        点 

番号 
路    線    名 

終        点 

１ 瓦谷城山口線支線７号 
壱分町１０６８番６５先 

壱分町１０６８番６４先 

 

平成２４年９月１８日提出 

生駒市長 山 下  真   
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議案第 84 号 

 

生駒市教育委員会委員の任命について 

 

生駒市教育委員会の委員に下記の者を任命したいから、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第１項の規定により、

議会の同意を求める。 

記  

住  所  奈良市●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●● 

氏  名  早 川 英 雄 

生年月日  昭和●●年●月●●日 

 

住  所  生駒市●●●●●●●●● 

氏  名  平 本 重 次 

生年月日  昭和●●年●月●●日 

 

平成２４年９月１８日提出 

生駒市長 山 下  真   
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諮問第 １ 号 

 

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 

人権擁護委員の候補者に下記の者を推薦したいから、人権擁護委員法（昭和２

４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

記 

住  所  生駒市●●●●●●●● 

氏  名  中 谷 八 榮 子 

生年月日  昭和●●年●月●●日 

 

住  所  生駒市●●●●●●●●● 

氏  名  岩 田 憲 一 

生年月日  昭和●●年●月●日 

 

住  所  生駒市●●●●●●●●● 

氏  名  藤 尾 庸 子 

生年月日  昭和●●年●月●日 

 

平成２４年９月１８日提出 

生駒市長 山 下  真   

 

-95-


	○表紙（通常提案分）H24_5_
	○議案目録：H24(5)
	バインダ4.pdf
	バインダ2.pdf
	バインダ1.pdf
	報告7：_1_健全化判断比率報告.pdf
	報告7：_2_健全化審査・意見書（健全化判断比率）
	報告8：_1_資金不足比率報告
	報告8：_2_健全化審査・意見書（資金不足比率）
	報告9：水道事業会計継続費精算報告書(膜ろ過)
	議案51：一般会計決算認定
	議案52：公共施設整備基金特会決算認定
	議案53：駅前再開発事業特会決算認定
	議案54：介護保険特会決算認定
	議案55：国保特会決算認定
	議案56：後期高齢者特会決算認定
	議案57：下水道事業特会決算認定
	議案58：自動車駐車場事業特会決算認定
	議案59：水道事業会計決算認定
	議案60：病院事業会計決算認定
	議案61：一般会計補正予算（第2回）
	議案62：介護保険特別会計補正予算（第1回
	議案63：_1_病院事業会計補正予算H24_5_
	議案63：(2)H24年度予算に関する説明書提出案
	議案63：(3)平成24年度継続費に関する調書②
	議案64：自治基本条例改正H24_5_
	議案65：総合計画審議会条例会改正H24_5_
	議案66：行革委員会条例H24_5_
	議案67：防災会議条例・災対本部条例改正H24_5_
	議案68：非常勤特別職報酬条例改正H24_5_
	議案69：入札監視委員会条例H24_5_
	議案70：プロポーザル審査委員会条例H24_5_
	議案71：就学指導委員会条例H24_5_
	議案72：ふるさとミュージアム条例H24_5_
	議案73：老人ホーム入所判定委員会条例H24_5_
	議案74：老人憩の家条例改正H24_5_
	議案75：予防接種健康被害調査委員会条例H24_5_
	議案76：環境基本条例改正H24_5_
	議案77：学研高山地区環境保全対策委員会条例H24_5_
	議案78：_1_企業立地促進条例（本則・附則）H24_5_
	議案78：_2_企業立地促進条例（別表）H24_5_
	議案79：火災予防条例改正H24_5_
	議案80：財産の取得（LED灯具）_1_
	議案81：財産の取得（LED灯具）_2_
	議案82：市道路線の認定H24_5_
	議案83：市道路線の廃止H24_5_

	議案84：教育委員会委員の任命H24_5_
	諮問1：人権擁護委員の推薦H24_5_

	【HP用】議案84：教育委員会委員の任命H24_5_
	【HP用】諮問1：人権擁護委員の推薦H24_5_




